
業務改善
助成金とは

「業務改善助成金」の概要

（※）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を
比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます

◇助成金について・・・・・石川労働局 雇用環境・均等室 【電話】０７６－２６５－４４２９

◇最低賃金について・・・石川労働局 労働基準部賃金室 【電話】０７６－２６５－４４２５
問合先

事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を一定額以上引き上げ、設備投資（機械設

備、POSレジシステム等の導入）などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

🔴支給までの流れ

石川労働局に交付申請

ＳＴＥＰ１
交付決定後、

機器・システムの導入

ＳＴＥＰ２

事業場内の最低賃金引上げ

ＳＴＥＰ３

助成金支給申請

ＳＴＥＰ４

令和３年度「業務改善助成金」のご案内！

検 索業務改善助成金

詳しくはこちらを検索！

コース区分 引上げ額
引き上げる

労働者数

助成

上限額
助成対象事業場 助成率

20円コース 20円以上

１人 ２0万円

以下の２つの要件を

満たす事業場

・事業場内最低賃金と

地域別最低賃金の差が

30円以内

・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金

900円未満】

４／５

生産性要件を満たした場合は

９／10(※)

【事業場内最低賃金

900円以上】

３／４

生産性要件を満たした場合は

４／５(※)

２～３人 ３０万円

４～６人 ５０万円

７人以上 7０万円

30円コース 30円以上

１人 ３０万円

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

60円コース 60円以上

１人 ６０万円

２～３人 ９０万円

４～６人 １５０万円

７人以上 ２３０万円

90円コース 90円以上

１人 ９０万円

２～３人 １５０万円

４～６人 ２７０万円

７人以上 ４５０万円

石川県最低賃金は、令和２年10月７日から時間額８３３円と
なっています。本助成金を活用して業務の効率化を図り、最低賃
金の引上げに対応しましょう。
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石川県最低賃金は、令和２年10月７日から時間額 833円 に改定されました。本助成金を活用して、業務の効率化を図り、最低賃金の引上げに対応しましょう。

◇業務改善助成金・・・・・石川労働局 雇用環境・均等室 076-265-4429

◇最低賃金について ・・・石川労働局 労働基準部賃金室 076-265-4425

お問合せ先

検 索業務改善助成金

新型食洗機の導入により、

手作業による予洗いを機械化、

食器洗いの時間及び水道光熱費燃料費が削減し、

時間給を50円引き上げた。

事業所内の
最低賃金を
一定以上
引き上げる

生産性向上
のための
設備投資を
行う

費用の一部
を助成する
制度です！

業務改善事例
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